
 

令和５年度 第２回福岡市地域包括支援センター運営協議会 
 

 

 
 会 議 次 第 

１．開 会 
 
２．委員紹介 
 
３．協議事項 
 （１）令和５年度地域包括支援センター運営の評価について 
 （２）令和６年度地域包括支援センター業務について 
 
４．報告事項 
 （１）改正介護保険法の施行等について 
 （２）地域包括支援センターの体制について 
 （３）地域包括支援センターの運営について 
 （４）指定介護予防支援業務に係る評価について 
 （５）指定介護予防支援及び第１号介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への一部委託について 
 （６）地域包括支援センターの移転について 
 
５．閉 会 
 
 
 

 
 福岡市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 
 委員名簿 
 資料１：協議事項 
 資料２：報告事項 
 補足資料１：改正介護保険法の施行等について（厚生労働省作成、抜粋版） 
 補足資料２：令和５年度指定介護予防支援業務評価結果 

日時：令和６年２月８日（木）14:00～15:30 
会場：TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨPREMIUM天神ｽｶｲﾎｰﾙ ｳｴｽﾄﾙｰﾑ 

・オンライン 

会議資料 
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福岡市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 福岡市地域包括支援センター（以下「センター」という。）の適切な運営、公

正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、福岡市地域包括

支援センター運営協議会（以下「運営協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 運営協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 次に掲げるセンターの設置等に関する事項 

ア センターの担当する圏域の設定 

イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンタ

ーの業務を委託された法人の変更 

ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施 

エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の

選定 

オ その他運営協議会がセンターの公平･中立性を確保する観点から必要であると判

断した事項 

(2) 次に掲げるセンターの運営に関すること。 

ア センターから毎年度提出される次に掲げる書類の受領 

(ｱ) 当該年度の事業計画書及び収支予算書 

(ｲ) 前年度の事業報告書及び収支決算書 

(ｳ) その他運営協議会が必要と認める書類 

イ センターにおける事業内容の評価及び当該評価基準の作成 

(3) センターの職員の確保に関すること。 

(4) 地域包括ケアに関すること。 

（組織） 

第３条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等 

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者 

(3) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者 

(4) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は再任されることができる。 

（運営） 

第５条 運営協議会に会長及び副会長をそれぞれ１人置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長は、必要に応じ、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができ
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る。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 運営協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が召集し、その議長とな

る。 

（代理出席） 

第７条 委員は、あらかじめ指名する者を代理出席させることができる。 

（専門委員会） 

第８条 協議会は特別の事項について専門的検討を行うため、専門委員会を置くことが

できる。 

２ 専門委員会の委員は会長が指名する。 

３ 専門委員会の運営に関し必要な事項は、別途定める。 

 （秘密保持義務） 

第９条 委員及びその他会議に出席した者は、会議において知り得た情報その他秘密に

すべき事項を漏らしてはならない。 

（事務局） 

第１０条 運営協議会の事務局は、福岡市保健福祉局高齢社会部地域包括ケア推進課に

置く。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 

 

附則 

１ この要綱は、平成１７年１１月１日から施行する。 

２ 最初の委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず平成１８年３月３１日までと

する。 

３ 最初の運営協議会は、第６条第１項の規定にかかわらず市長が招集する。 

附則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 附則 

１ この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附則 

１ この要綱は、平成２８年２月１日から施行する。 

 

 



氏　　名

　秋田　智子

　飯田　康雄

　岡本　育

　掛川　秋美

　鬼﨑　信好

　黒瀬　茂美

　佐伯　正治

　柴口　 里則

　下崎　千加

　田川　布美子

　竹野　将行

　長　ハル

　朝野　愛子

　百枝　孝泰

　栁　竜一

　弓　幸子

　渡邊　恭順

(公社)福岡県介護支援専門員協会　会長

第２号被保険者　代表

（敬称略、五十音順）

(公社)福岡県看護協会　常任理事

(公社)福岡県社会福祉士会

(公社)福岡市老人クラブ連合会　女性部会副部会長

福岡市介護保険事業者協議会 会長

弓・柴尾法律事務所

(株)西日本新聞社　社会部次長

(公社)認知症の人と家族の会福岡県支部　代表

久留米大学大学院客員教授

第１号被保険者　代表

(社福)福岡市社会福祉協議会　事務局長

(一社）福岡市老人福祉施設協議会　代表理事

福岡市民生委員児童委員協議会　会長

福岡市地域包括支援センター 運営協議会 委員名簿

令和５年8月時点

所　属　等

(一社)福岡市歯科医師会　副会長

(一社)福岡市薬剤師会　副会長

(一社)福岡市医師会　常任理事
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＜協議事項１＞ 
令和５年度地域包括支援センター運営の評価について 

 
1.評価目的 
  センターの運営について、福岡市とセンターの相互で下記の観点から確認し、以て福岡市の地域包
括ケア構築を推進することを目的とする。 
 介護保険法に定められている適切、公正、中立且つ効率的になされているか 
 令和 5年度事業計画書中「目標達成のために具体的に取り組むこと」についての達成状況 

 
2.評価期間 

令和 4年 8月 1日から令和 5年 7月 31日まで（12 か月間） 
 
3.評価方法 
（1）各センターによる自己評価（全センター実施） 
（2）福祉局地域包括ケア推進課による評価 

①巡回評価︓３２センター（巡回期間 令和 5年 9月 14日から令和 5年 11月 16日） 
②書面評価︓２５センター 

   ＜運営法人別センター数＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.評価の整理 
  市は、センターが提出した令和５年度事業計画書及び対象評価期間についての自己評価表を踏
まえヒアリング・意見交換を行い、介護保険法及び業務委託仕様書に基づき業務が履行されている
かを確認した。 

  市は、業務が介護保険法及び業務委託仕様書に基づき履行されていると認められる場合は「適」、
履行されていないと認められる場合は「不適」の評価を行い、次年度の委託の可否（案）を諮る。 

  

運営法人 巡回評価 書面評価

一社）福岡市医師会 14 14
社福）ふくおか福祉サービス協会 9 9
社福）順和 1 1
社医）原土井病院 1 1
公社）福岡医療団 1 -
NPO）地域福祉を支える会そよかぜ 1 -
医療）福岡桜十字 1 -
社福）ちどり福祉会 1 -
医療）寺沢病院 1 -
社福）福岡市社会福祉協議会 1 -
医療）和仁会 1 -

32 25

資料１︓協議事項 
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5.各センターの自己評価結果、センター巡回から見えたこと（現状・課題）ほか 
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ー
ム

で
意

思
決

定
支

援
を

踏
ま

え
た

対
応

を
心

掛
け

て
い

る
。

4
.2

(2
) 

処
遇

困
難

事
例

　
　

へ
の

対
応

○
処

遇
困

難
や

虐
待

事
例

（
疑

い
含

む
）
に

つ
い

て
は

、
す

み
や

か
な

初
期

対
応

に
向

け
三

職
種

協
議

の
う

え
支

援
方

針
を

定
め

、
必

要
に

応
じ

て
区

地
域

保
健

福
祉

課
等

の
関

係
機

関
に

相
談

し
、

連
携

し
な

が
ら

支
援

し
て

い
る

。
4
.4

○
成

年
後

見
制

度
の

利
用

が
必

要
と

考
え

ら
れ

る
場

合
は

、
す

み
や

か
に

申
立

支
援

を
行

っ
て

い
る

。
ま

た
、

必
要

に
応

じ
て

成
年

後
見

推
進

セ
ン

タ
ー

へ
相

談
す

る
な

ど
、

必
要

な
人

が
遅

滞
な

く
制

度
を

利
用

で
き

る
よ

う
心

掛
け

て
い

る
。

4
.1

○
市

長
申

立
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

場
合

は
、

す
み

や
か

に
区

と
協

議
し

必
要

な
支

援
を

行
っ

て
い

る
。

4
.0

(4
) 

消
費

者
被

害
の

防
止

○
地

域
の

消
費

者
被

害
情

報
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
情

報
提

供
や

啓
発

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
ま

た
、

消
費

者
被

害
事

例
に

対
し

て
、

警
察

、
消

費
生

活
セ

ン
タ

ー
な

ど
と

連
携

し
て

支
援

し
、

再
発

防
止

や
継

続
的

な
支

援
を

行
っ

て
い

る
。

4
.1

(5
) 

権
利

擁
護

に
関

す
る

　
　

啓
発

○
高

齢
者

虐
待

や
成

年
後

見
制

度
な

ど
の

権
利

擁
護

に
関

し
て

、
地

域
住

民
、

民
生

委
員

、
介

護
支

援
専

門
員

、
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

や
医

療
機

関
な

ど
地

域
全

体
に

啓
発

を
行

っ
て

い
る

。
ま

た
、

高
齢

者
虐

待
に

関
し

て
は

養
護

者
支

援
の

視
点

に
つ

い
て

も
啓

発
を

行
っ

て
い

る
。

4
.1

セ
ン
タ
ー
巡

回
か
ら
見

え
た
こ
と

(
現

状
・
課

題
)

対
応

の
方

向
性

等

自
己

評
価

区
　

分
自

己
評

価
項

　
目

自
己

評
価

の
視

点
（
望

ま
し

い
行

動
）

5
7
ｾ
ﾝ
ﾀｰ

平
均

値
５

：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
常

に
し

て
い

る
　

４
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
よ

く
し

て
い

る
　

３
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
し

て
い

る

２
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
し

て
い

な
い

　
１

：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ま

っ
た

く
し

て
い

な
い

・
総

合
相

談
に

お
い

て
、

権
利

擁
護

に
関

す
る

支
援

が
必

要
な

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
セ

ン
タ

ー
内

で
協

議
を

行
い

、
各

専
門

職
の

視
点

に
基

づ
き

検
討

を
行

っ
て

い
る

。
・
区

の
処

遇
困

難
事

例
進

捗
管

理
会

議
に

お
い

て
、

担
当

セ
ン

タ
ー

以
外

と
も

し
っ

か
り

意
見

交
換

を
行

い
、

事
例

検
討

か
ら

学
び

を
深

め
る

こ
と

が
多

い
。

・
個

別
支

援
会

議
等

で
支

援
方

針
の

共
有

を
図

っ
て

い
る

が
、

虐
待

事
例

等
に

お
い

て
、

家
族

と
の

関
係

悪
化

を
懸

念
す

る
介

護
支

援
専

門
員

の
虐

待
へ

の
意

識
の

違
い

等
か

ら
支

援
に

悩
む

事
例

も
見

受
け

ら
れ

た
。

・
虐

待
事

案
等

の
相

談
が

あ
っ

た
際

、
セ

ン
タ

ー
で

抱
え

込
む

こ
と

な
く
必

要
に

応
じ

て
区

へ
相

談
を

す
る

こ
と

が
で

き
て

い
る

。
・
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
み

な
ら

ず
、

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
や

医
療

機
関

、
金

融
機

関
な

ど
地

域
へ

権
利

擁
護

の
視

点
に

つ
い

て
の

啓
発

を
行

っ
て

い
る

が
、

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
は

ど
う

し
て

も
先

ず
介

護
支

援
専

門
員

へ
相

談
す

る
こ

と
が

大
半

。
・
地

域
は

困
っ

て
い

る
が

、
本

人
や

家
族

が
介

入
を

拒
否

し
、

対
応

に
苦

慮
す

る
ケ

ー
ス

が
増

え
て

き
て

い
る

。

▼
初

動
に

お
い

て
、

先
ず

セ
ン

タ
ー

内
の

三
職

種
で

専
門

性
を

生
か

し
協

議
を

行
い

、
セ

ン
タ

ー
と

し
て

の
支

援
方

針
を

明
確

に
し

た
上

で
、

区
な

ど
の

関
係

機
関

と
積

極
的

に
意

思
疎

通
を

図
る

。
▼

様
々

な
場

で
権

利
擁

護
に

関
す

る
啓

発
を

行
う

と
も

に
、

早
期

に
相

談
し

や
す

い
環

境
づ

く
り

に
努

め
る

。

権
利

擁
護

(3
) 

成
年

後
見

制
度

　
　

の
活

用

(1
) 

権
利

擁
護

の
視

点
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下
記

(1
)～

(5
)の

総
括

●
下

記
の

各
視

点
を

踏
ま

え
た

当
該

業
務

が
で

き
て

い
る

。
3
.9

(1
) 

包
括

的
・
継

続
的

　
　

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

　
　

体
制

の
構

築
○

介
護

支
援

専
門

員
等

が
包

括
的

・
継

続
的

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

を
実

現
で

き
る

よ
う

、
圏

域
内

の
関

係
機

関
や

地
域

資
源

が
相

互
に

連
携

で
き

る
体

制
づ

く
り

を
行

っ
て

い
る

。
3
.9

(2
) 

介
護

支
援

専
門

員
　

　
の

資
質

向
上

○
圏

域
内

の
介

護
支

援
専

門
員

の
ニ

ー
ズ

を
相

談
支

援
活

動
や

事
業

所
巡

回
な

ど
で

把
握

し
、

介
護

支
援

専
門

員
の

実
践

力
向

上
を

意
識

し
た

事
例

検
討

や
支

援
の

振
り

返
り

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。
4
.0

(3
) 

介
護

支
援

専
門

員
間

　
　

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

築
○

圏
域

内
の

介
護

支
援

専
門

員
同

士
で

情
報

の
共

有
、

実
践

の
振

り
返

り
の

場
を

定
期

的
に

実
施

し
、

精
神

的
サ

ポ
ー

ト
な

ど
の

支
え

合
い

が
で

き
る

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
・
継

続
を

支
援

し
て

い
る

。
4
.0

(4
) 

介
護

支
援

専
門

員
　

　
に

対
す

る
個

別
支

援
○

個
別

事
例

に
お

い
て

、
必

要
に

応
じ

て
同

行
訪

問
や

個
別

支
援

会
議

の
開

催
な

ど
に

よ
り

、
介

護
支

援
専

門
員

が
主

体
的

に
対

応
で

き
る

よ
う

支
援

し
て

い
る

。
4
.1

(5
) 

居
宅

介
護

支
援

事
業

　
　

所
の

主
任

介
護

支
援

　
　

専
門

員
と

の
連

携
○

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
の

主
任

介
護

支
援

専
門

員
と

積
極

的
に

連
携

を
図

り
、

圏
域

全
体

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
力

の
向

上
・
支

援
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

4
.1

セ
ン
タ
ー
巡
回

か
ら
見
え
た
こ
と

(
現
状
・
課
題
)

対
応

の
方

向
性

等

包
括

的
・
継

続
的

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

支
援自

己
評

価
区

　
分

自
己

評
価

項
　

目

・
個

別
ケ

ー
ス

の
対

応
や

定
期

的
な

事
業

所
巡

回
な

ど
を

通
じ

て
、

圏
域

内
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

構
築

・
継

続
を

支
援

し
て

い
る

。
ま

た
、

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

す
る

な
ど

し
て

、
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

支
援

力
向

上
の

支
援

を
行

っ
て

い
る

。
・
居

宅
支

援
事

業
所

巡
回

の
際

に
系

列
事

業
所

に
も

集
ま

っ
て

も
ら

う
、

介
護

支
援

専
門

員
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

事
業

所
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
へ

発
展

さ
せ

る
な

ど
、

関
係

機
関

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

広
げ

る
取

組
み

を
行

っ
て

い
る

。
・
圏

域
全

体
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

構
築

と
併

せ
、

「
ひ

と
り

ケ
ア

マ
ネ

の
会

」
「
男

性
ケ

ア
マ

ネ
の

会
」
な

ど
地

域
の

特
性

に
合

わ
せ

た
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

に
取

り
組

ん
で

い
る

セ
ン

タ
ー

も
あ

る
。

・
一

部
の

圏
域

に
お

い
て

、
高

齢
者

の
生

活
を

支
え

る
社

会
資

源
等

の
不

足
か

ら
介

護
支

援
専

門
員

が
サ

ー
ビ

ス
外

の
対

応
を

せ
ざ

る
を

得
な

い
状

況
が

見
受

け
ら

れ
た

。
・
個

別
事

例
に

お
い

て
、

複
合

課
題

を
抱

え
た

ケ
ー

ス
が

増
加

し
て

お
り

、
そ

の
対

応
を

居
宅

の
ケ

ア
マ

ネ
1
人

で
抱

え
込

ん
で

し
ま

わ
な

い
よ

う
、

個
別

支
援

会
議

の
説

明
を

行
っ

て
い

る
セ

ン
タ

ー
は

多
く
、

会
議

の
イ

メ
ー

ジ
を

持
っ

て
も

ら
う

た
め

、
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
と

し
て

の
参

加
を

検
討

し
て

い
る

セ
ン

タ
ー

も
あ

っ
た

。
・
圏

域
内

の
主

任
介

護
支

援
専

門
員

も
個

々
で

考
え

方
が

違
う

こ
と

が
あ

り
、

個
別

対
応

か
ら

見
え

て
く
る

課
題

か
ら

圏
域

全
体

の
課

題
を

考
え

る
と

い
う

と
こ

ろ
ま

で
至

っ
て

い
な

い
と

感
じ

る
こ

と
が

あ
り

。

▼
介

護
支

援
専

門
員

に
対

し
、

セ
ン

タ
ー

の
強

み
を

生
か

し
た

積
極

的
な

支
援

を
行

う
と

と
も

に
、

複
合

課
題

へ
の

対
応

の
視

点
を

も
っ

て
、

多
職

種
連

携
の

体
制

づ
く

り
や

介
護

支
援

専
門

員
の

サ
ポ

ー
ト

体
制

の
構

築
に

取
り

組
む

。

自
己

評
価

の
視

点
（
望

ま
し

い
行

動
）

5
7
ｾ
ﾝ
ﾀｰ

平
均

値
５

：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
常

に
し

て
い

る
　

４
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
よ

く
し

て
い

る
　

３
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
し

て
い

る

２
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
し

て
い

な
い

　
１

：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ま

っ
た

く
し

て
い

な
い
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下
記

(1
)～

(5
)の

総
括

●
下

記
の

各
視

点
を

踏
ま

え
た

当
該

業
務

が
で

き
て

い
る

。
4
.1

(1
) 

虚
弱

高
齢

者
　

　
の

把
握

○
虚

弱
高

齢
者

を
早

期
に

把
握

で
き

る
よ

う
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
構

築
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
て

集
団

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
な

ど
を

行
っ

て
い

る
。

ま
た

個
別

相
談

な
ど

他
の

機
会

を
捉

え
把

握
に

努
め

て
い

る
。

4
.3

(2
) 

通
い

の
場

等
　

　
の

把
握

・
支

援
○

通
い

の
場

を
は

じ
め

と
し

た
多

様
な

地
域

資
源

の
把

握
に

努
め

、
住

民
主

体
の

取
組

み
が

継
続

で
き

る
よ

う
関

係
機

関
と

連
携

し
、

支
援

に
取

り
組

ん
で

い
る

。
4
.2

(3
) 

自
立

支
援

に
資

す
る

　
介

護
予

防
ｹ
ｱ
ﾏ
ﾈ

ｼ
ﾞﾒ

ﾝ
ﾄ

○
介

護
予

防
型

個
別

支
援

会
議

等
の

機
会

を
活

用
し

、
日

頃
か

ら
セ

ン
タ

ー
全

体
で

、
自

立
支

援
の

視
点

を
持

っ
た

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
質

の
向

上
に

努
め

て
い

る
。

3
.9

(4
) 

多
様

な
地

域
資

源
　

　
・
サ

ー
ビ

ス
等

の
活

用
○

本
人

が
主

体
性

を
も

っ
て

介
護

予
防

に
取

り
組

め
る

よ
う

、
本

人
の

状
態

や
環

境
を

ア
セ

ス
メ

ン
ト

し
た

上
で

、
本

人
に

合
っ

た
地

域
資

源
・
サ

ー
ビ

ス
等

を
提

案
し

て
い

る
。

4
.2

(5
) 

介
護

予
防

に
　

　
関

す
る

啓
発

○
運

動
、

栄
養

、
口

腔
ケ

ア
、

社
会

参
加

な
ど

，
介

護
予

防
や

フ
レ

イ
ル

予
防

に
関

す
る

具
体

的
な

取
組

み
方

法
に

つ
い

て
、

地
域

住
民

が
実

践
で

き
る

形
で

周
知

、
啓

発
を

行
っ

て
い

る
。

4
.0

セ
ン
タ
ー
巡
回

か
ら
見
え
た
こ
と

(
現
状
・
課
題
)

対
応

の
方

向
性

等

自
己

評
価

区
　

分
自

己
評

価
項

　
目

自
己

評
価

の
視

点
（
望

ま
し

い
行

動
）

5
7
ｾ
ﾝ
ﾀｰ

平
均

値
５

：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
常

に
し

て
い

る
　

４
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
よ

く
し

て
い

る
　

３
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
し

て
い

る

２
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
し

て
い

な
い

　
１

：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ま

っ
た

く
し

て
い

な
い

・
保

健
師

、
生

活
支

援
・
介

護
予

防
推

進
員

が
協

力
し

、
地

域
の

実
態

把
握

に
つ

と
め

、
地

域
の

力
を

活
か

し
た

介
護

予
防

活
動

を
進

め
て

い
る

。
区

の
校

区
担

当
保

健
師

と
の

連
携

も
非

常
に

重
要

。
・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

５
類

移
行

に
伴

い
、

地
域

の
通

い
の

場
が

活
動

を
再

開
し

て
い

る
。

久
し

ぶ
り

に
参

加
し

た
高

齢
者

の
体

力
・
認

知
能

力
な

ど
が

急
激

に
悪

化
し

て
い

る
こ

と
も

多
く
、

通
い

の
場

の
重

要
性

を
再

確
認

で
き

た
。

・
虚

弱
高

齢
者

を
リ

ス
ト

化
し

、
継

続
的

に
介

護
予

防
活

動
へ

つ
な

が
る

働
き

か
け

が
で

き
る

よ
う

に
し

て
い

る
。

・
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
結

果
を

活
用

し
、

個
人

だ
け

で
な

く
、

地
域

や
集

団
の

健
康

課
題

を
整

理
し

、
住

民
へ

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
す

る
取

り
組

み
を

始
め

て
い

る
。

・
他

者
と

の
関

わ
り

を
求

め
て

い
る

ケ
ー

ス
に

関
し

て
は

、
地

域
の

さ
ま

ざ
ま

な
活

動
へ

つ
な

ぐ
支

援
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

が
、

そ
う

で
な

い
場

合
の

支
援

方
法

に
難

し
さ

を
感

じ
て

い
る

。
・
介

護
予

防
型

個
別

支
援

会
議

に
つ

い
て

、
他

職
種

か
ら

意
見

を
も

ら
う

こ
と

が
で

き
る

貴
重

な
機

会
に

は
な

っ
て

お
り

、
プ

ラ
ン

の
質

の
向

上
に

は
つ

な
が

っ
て

い
る

が
、

そ
こ

で
得

た
内

容
を

、
他

ケ
ー

ス
支

援
時

に
活

用
し

た
り

、
地

域
課

題
の

把
握

・
整

理
に

ま
で

結
び

付
け

た
り

が
で

き
て

い
る

セ
ン

タ
ー

は
少

な
い

。
・
介

護
保

険
法

に
お

け
る

介
護

予
防

の
理

念
が

あ
ま

り
周

知
さ

れ
て

い
な

い
と

感
じ

る
た

め
、

若
い

う
ち

か
ら

の
啓

発
も

必
要

。
・
校

区
ご

と
の

ケ
ア

プ
ラ

ン
チ

ェ
ッ

ク
か

ら
見

え
て

き
た

健
康

課
題

に
つ

い
て

ま
と

め
、

介
護

予
防

啓
発

の
テ

ー
マ

と
し

て
取

り
入

れ
て

い
る

セ
ン

タ
ー

も
あ

る
。

▼
相

談
や

巡
回

、
地

区
踏

査
で

地
域

の
課

題
や

地
域

資
源

情
報

を
把

握
で

き
て

い
る

セ
ン

タ
ー

は
多

か
っ

た
が

、
今

後
こ

れ
ら

の
情

報
を

地
域

へ
還

元
す

る
取

組
み

を
進

め
て

い
く
必

要
が

あ
る

。
▼

セ
ン

タ
ー

に
よ

る
虚

弱
高

齢
者

の
把

握
に

つ
い

て
、

介
護

予
防

事
業

な
ど

あ
ら

ゆ
る

チ
ャ

ン
ネ

ル
か

ら
把

握
す

る
と

と
も

に
、

校
区

担
当

保
健

師
と

連
携

し
、

比
較

的
健

康
と

思
わ

れ
る

集
団

へ
の

早
期

啓
発

や
介

護
予

防
事

業
な

ど
の

終
了

後
の

フ
ォ

ロ
ー

が
重

要
。

介
護

予
防

に
係

る
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
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下
記

(1
)～

(3
)の

総
括

●
下

記
の

各
視

点
を

踏
ま

え
た

当
該

業
務

が
で

き
て

い
る

。
3
.9

(1
) 

個
別

支
援

会
議

　
　

の
開

催
・
運

営
○

個
別

レ
ベ

ル
の

地
域

ケ
ア

会
議

は
、

明
確

な
開

催
目

的
を

立
て

、
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
適

切
な

参
加

者
や

開
催

方
法

・
時

期
等

を
選

択
し

て
行

い
、

会
議

終
了

後
は

セ
ン

タ
ー

内
で

の
振

り
返

り
や

会
議

参
加

者
、

区
な

ど
関

係
者

と
結

果
や

成
果

を
共

有
し

て
い

る
。

4
.0

(2
) 

個
別

支
援

会
議

　
　

か
ら

の
課

題
抽

出
○

個
別

支
援

会
議

の
積

み
上

げ
か

ら
地

域
課

題
を

抽
出

し
、

圏
域

連
携

会
議

で
の

テ
ー

マ
と

す
る

な
ど

、
検

討
に

向
け

た
取

り
組

み
を

行
っ

て
い

る
。

3
.7

(3
) 

圏
域

連
携

会
議

等
　

　
の

開
催

・
運

営
○

圏
域

レ
ベ

ル
（
地

域
に

よ
っ

て
は

校
区

）
で

の
地

域
ケ

ア
会

議
は

、
明

確
な

開
催

目
的

を
立

て
、

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

適
当

な
参

加
者

や
開

催
方

法
・
時

期
等

を
選

択
し

て
行

い
、

会
議

終
了

後
は

セ
ン

タ
ー

内
で

の
振

り
返

り
や

会
議

参
加

者
、

区
な

ど
関

係
者

と
結

果
や

成
果

を
共

有
し

て
い

る
。

3
.9

セ
ン
タ
ー
巡
回

か
ら
見

え
た
こ
と

(
現

状
・
課

題
)

対
応
の

方
向
性
等

地
域

ケ
ア

会
議

の
開

催
・
運

営

自
己

評
価

区
　

分
自

己
評

価
項

　
目

・
個

別
支

援
会

議
を

開
催

す
る

こ
と

で
、

支
援

者
同

士
が

そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
を

再
確

認
で

き
、

地
域

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
強

化
に

つ
な

が
っ

て
い

る
。

ま
た

、
ケ

ー
ス

の
状

況
に

応
じ

て
、

都
度

会
議

を
開

催
し

て
い

る
セ

ン
タ

ー
も

あ
っ

た
。

今
後

、
そ

れ
ら

を
対

象
者

の
支

援
に

ど
の

よ
う

な
形

で
活

用
で

き
た

か
な

ど
、

積
極

的
に

振
り

返
り

を
行

う
機

会
な

ど
が

必
要

で
あ

る
。

・
個

別
支

援
会

議
開

催
の

意
義

を
介

護
支

援
専

門
員

を
は

じ
め

と
し

た
関

係
者

へ
啓

発
し

て
い

る
セ

ン
タ

ー
は

多
く
、

経
験

の
な

い
関

係
者

へ
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
と

し
て

参
加

し
て

も
ら

う
こ

と
を

検
討

し
て

い
る

セ
ン

タ
ー

が
あ

っ
た

。
・
個

別
支

援
会

議
の

積
み

上
げ

か
ら

地
域

課
題

の
把

握
は

概
ね

で
き

て
い

る
セ

ン
タ

ー
が

多
い

。
今

後
、

そ
の

課
題

を
地

域
に

還
元

し
て

い
く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
な

取
組

み
が

必
要

。
・
圏

域
連

携
会

議
や

高
齢

者
地

域
支

援
会

議
に

つ
い

て
は

、
民

生
委

員
の

一
斉

改
選

の
タ

イ
ミ

ン
グ

で
、

民
生

委
員

と
圏

域
内

の
事

業
所

や
薬

局
、

医
療

機
関

な
ど

が
顔

を
会

わ
せ

る
機

会
を

設
定

し
た

り
、

認
知

症
サ

ポ
ー

タ
ー

養
成

講
座

の
実

施
、

複
合

課
題

の
研

修
パ

ッ
ケ

ー
ジ

の
活

用
な

ど
の

取
組

み
が

見
ら

れ
、

関
係

機
関

が
そ

れ
ぞ

れ
の

役
割

を
把

握
し

今
後

の
連

携
に

つ
な

げ
る

き
っ

か
け

を
作

る
こ

と
が

で
き

て
い

る
セ

ン
タ

ー
が

あ
っ

た
。

▼
個

別
支

援
会

議
は

、
会

議
の

啓
発

を
行

い
つ

つ
、

状
況

に
応

じ
て

積
極

的
に

開
催

す
る

と
と

も
に

、
課

題
を

地
域

へ
還

元
す

る
取

組
み

が
必

要
。

▼
圏

域
連

携
会

議
等

は
、

必
要

に
応

じ
て

複
合

課
題

の
解

決
に

向
け

た
多

職
種

連
携

を
優

先
す

る
な

ど
、

開
催

目
的

を
明

確
に

す
る

こ
と

。

自
己

評
価

の
視

点
（
望

ま
し

い
行

動
）

5
7
ｾ
ﾝ
ﾀｰ

平
均

値
５

：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
常

に
し

て
い

る
　

４
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
よ

く
し

て
い

る
　

３
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
し

て
い

る

２
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
し

て
い

な
い

　
１

：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ま

っ
た

く
し

て
い

な
い
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下
記

(1
)～

(3
)の

総
括

●
下

記
の

各
視

点
を

踏
ま

え
た

セ
ン

タ
ー

運
営

が
で

き
て

い
る

。
4
.3

○
年

度
当

初
に

作
成

す
る

事
業

計
画

書
に

基
づ

き
、

進
捗

・
実

績
を

確
認

し
な

が
ら

計
画

的
に

運
営

を
行

う
と

と
も

に
、

自
己

評
価

や
体

制
変

更
等

の
タ

イ
ミ

ン
グ

を
見

つ
け

区
と

協
議

の
う

え
適

宜
計

画
を

見
直

す
な

ど
、

効
果

的
な

セ
ン

タ
ー

運
営

に
向

け
取

り
組

ん
で

い
る

。
4
.3

○
必

要
時

に
福

祉
局

・
区

か
ら

得
た

助
言

や
支

援
を

も
と

に
、

逐
次

、
セ

ン
タ

ー
業

務
の

改
善

を
図

っ
て

い
る

。
4
.2

○
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

や
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

を
紹

介
す

る
場

合
は

、
相

談
者

に
複

数
の

事
業

所
を

提
示

し
記

録
に

残
し

て
い

る
。

ま
た

、
特

定
の

種
類

の
サ

ー
ビ

ス
や

事
業

所
に

理
由

な
く
偏

っ
て

い
な

い
。

4
.5

○
適

時
、

業
務

上
必

要
な

情
報

を
職

員
間

で
共

有
し

て
い

る
。

4
.7

○
三

職
種

及
び

生
活

支
援

・
介

護
予

防
推

進
員

が
そ

れ
ぞ

れ
の

視
点

を
踏

ま
え

、
専

門
性

を
活

か
し

、
連

携
し

な
が

ら
支

援
し

て
い

る
。

4
.4

○
セ

ン
タ

ー
で

取
り

扱
う

個
人

情
報

の
紛

失
・
外

部
へ

の
漏

洩
等

を
防

ぐ
た

め
、

個
人

情
報

の
取

扱
ル

ー
ル

（
考

え
方

）
や

方
法

を
定

め
、

実
践

し
て

い
る

。
ま

た
セ

ン
タ

ー
内

で
何

ら
か

の
チ

ェ
ッ

ク
機

能
が

働
い

て
い

る
。

4
.5

○
紛

失
等

の
事

故
が

起
き

た
場

合
は

、
す

み
や

か
に

報
告

・
対

応
し

、
適

宜
、

再
発

・
漏

洩
防

止
に

向
け

た
改

善
に

努
め

て
い

る
。

4
.6

セ
ン
タ
ー
巡
回

か
ら
見
え
た
こ
と

(
現
状
・
課
題
)

対
応
の

方
向
性
等

・
事

業
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

、
区

と
協

議
の

上
行

っ
て

い
る

。
日

常
業

務
に

お
い

て
も

、
適

宜
区

と
し

っ
か

り
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
取

り
、

各
種

会
議

等
へ

の
区

の
参

画
や

必
要

に
応

じ
て

区
と

の
同

行
訪

問
を

実
施

し
て

い
る

。
・
介

護
サ

ー
ビ

ス
や

居
宅

介
護

支
援

の
事

業
所

の
紹

介
に

つ
い

て
は

、
全

セ
ン

タ
ー

で
相

談
者

の
意

向
を

踏
ま

え
複

数
事

業
所

の
紹

介
に

努
め

て
お

り
、

公
正

・
中

立
な

セ
ン

タ
ー

運
営

を
図

っ
て

い
る

も
の

の
、

一
部

の
圏

域
・
サ

ー
ビ

ス
で

紹
介

で
き

る
事

業
所

が
少

な
い

こ
と

が
あ

る
。

事
業

所
毎

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
や

特
色

を
リ

ス
ト

化
し

た
も

の
を

作
成

し
、

利
用

者
が

事
業

所
を

比
較

し
や

す
い

工
夫

を
し

て
い

る
セ

ン
タ

ー
も

あ
る

。
・
ほ

ぼ
全

て
の

セ
ン

タ
ー

で
、

情
報

共
有

、
支

援
方

針
の

検
討

等
を

目
的

と
す

る
短

時
間

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

が
定

例
化

さ
れ

て
お

り
、

担
当

者
不

在
時

で
も

、
セ

ン
タ

ー
内

で
連

携
が

で
き

る
体

制
が

取
れ

て
い

る
。

・
職

員
の

異
動

が
少

な
い

セ
ン

タ
ー

で
は

地
域

と
の

関
係

構
築

が
良

好
。

一
方

、
異

動
が

あ
っ

た
セ

ン
タ

ー
で

も
、

地
域

と
の

つ
な

が
り

が
途

切
れ

な
い

よ
う

、
地

域
の

特
徴

や
直

近
の

活
動

な
ど

の
振

り
返

り
を

し
っ

か
り

行
っ

て
か

ら
地

域
へ

入
る

よ
う

心
掛

け
て

い
る

。
・
個

人
情

報
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

は
、

各
法

人
で

ル
ー

ル
の

策
定

（
保

管
場

所
の

施
錠

、
送

付
時

の
ダ

ブ
ル

チ
ェ

ッ
ク

、
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
作

成
や

預
か

り
証

の
発

行
等

）
し

、
定

期
的

な
見

直
し

を
行

っ
て

い
る

。
相

談
記

録
は

印
刷

せ
ず

シ
ス

テ
ム

上
で

の
み

管
理

し
て

い
る

セ
ン

タ
ー

も
あ

っ
た

。

▼
セ

ン
タ

ー
と

区
は

、
日

頃
か

ら
積

極
的

に
意

見
交

換
を

行
う

な
ど

、
し

っ
か

り
と

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン

を
取

っ
て

い
く
。

▼
引

き
続

き
、

現
在

の
取

り
組

み
の

継
続

を
奨

励
し

て
い

く
。

自
己

評
価

区
　

分
自

己
評

価
項

　
目

自
己

評
価

の
視

点
（
望

ま
し

い
行

動
）

5
7
ｾ
ﾝ
ﾀｰ

平
均

値
５

：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
常

に
し

て
い

る
　

４
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
よ

く
し

て
い

る
　

３
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
し

て
い

る

２
：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ど

ち
ら

か
と

い
う

と
し

て
い

な
い

　
１

：
そ

の
よ

う
な

行
動

を
ま

っ
た

く
し

て
い

な
い

運
営

姿
勢

(1
) 

運
営

姿
勢

(2
) 

セ
ン

タ
ー

内
　

　
業

務
連

携

(3
) 

個
人

情
報

　
　

の
取

扱
い



8 

 

６.令和５年度業務評価及び令和６年度委託可否（案） 
 
  地域包括支援センター事業業務等委託に基づく業務については、下表のとおり、すべての地域包括
支援センター及び運営法人において履行されていると判断した。よって、令和６年度業務についても
委託するものとする。 

  なお、各センターへは、業務の質の向上に向け対応の方向性等を助言・奨励していく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運営法人
担当

センター
R5年度

業務評価
R6年度

委託可否
運営法人

担当
センター

R5年度
業務評価

R6年度
委託可否

福岡市医師会 東2 適 可 順和 南2 適 可

東3 適 南11 適

東4 適

東9 適

東11 適 ちどり福祉会 東6 適 可

博多2 適 寺沢病院 南9 適 可

博多3 適 原土井病院 東5 適 可

博多6 適 東10 適

博多8 適 福岡医療団 博多1 適 可

中央1 適 福岡桜十字 中央5 適 可

中央2 適

南3 適

南6 適 東1 適 可

南7 適 東7 適

南8 適 東8 適

南10 適 博多4 適

城南3 適 博多5 適

城南5 適 中央3 適

早良2 適 中央4 適

早良3 適 南1 適

早良5 適 南4 適

早良7 適 南5 適

早良8 適 城南1 適

早良9 適 城南4 適

西1 適 早良1 適

西5 適 早良4 適

西6 適 早良6 適

西8 適 西2 適

西4 適

西7 適

和仁会 西3 適 可

可

城南2 適 可

ふくおか福祉
サービス協会

地域福祉を支える会
そよかぜ

福岡市
社会福祉協議会

博多7 適
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＜協議事項２＞ 
令和６年度地域包括支援センター業務について 

（１）令和６年度 地域包括支援センター運営指針（案） ※全文 
 
第１ 地域包括ケアの推進 
(1) 団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040（令和 22）年を見据えながら、まずは、団塊の世代が

75歳以上となる 2025（令和 7）年を目標とした地域包括ケアの実現に向け、第 9期介護保険
事業計画（令和 6～8年度）や「地域包括ケアアクションプラン」などに基づく取組みを推進する。 

(2) 地域包括支援センターにおいては、各圏域における高齢者の身近な相談窓口として、包括的支
援業務を円滑に実施するとともに、それらの業務の共通基盤となる各圏域における多職種連携によ
る地域包括支援ネットワークの構築や必要な社会資源の開発等を進める。 

(3) 介護支援専門員個人だけなく、地域住民やサービス事業所等に対して介護予防や自立支援に
関する理解を促し、自立支援に向けた関係者間での意識の共有と高齢者の能力と状態に応じた効
果的な介護予防ケアマネジメントを行い、自立支援・重度化防止に取り組む。 

 
第２ 共通 
(1) 包括的支援業務をそれぞれ独立した業務と捉えることなく、それぞれの業務の視点を踏まえながら
支援すること。また、三職種（保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員）及び生活支援・介
護予防推進員が情報・方針を共有し、それぞれの専門性を活かし、連携しながら支援すること。 

(2) 管理者は三職種の一員としての対応だけでなく、センター全体の状況を把握しながら運営するこ
と。 

(3) 各区において毎月開催する「センター連絡会」及び「処遇困難事例進捗管理会議」を活用し、区
内の他センター、区地域保健福祉課及び福祉局地域包括ケア推進課との情報共有を密にするこ
と。 

(4) 年度当初に作成する事業計画書に基づき、進捗・実績を確認しながら計画的に運営を行うととも
に、自己評価時点や体制の変更等があった場合は、あらためて区と協議を行い、適宜計画を見直す
など、より効果的なセンター運営に取り組むこと。 

(5) 介護サービス事業所や居宅介護支援事業所等の紹介は、高齢者に提供されるサービスが特定の
種類又は特定のサービス事業所に理由なく偏ることが無いように心がけ、その経緯を記録し、以て紹
介の公正・中立な実施を確保すること。 

(6) 個人情報については、委託契約における個人情報・情報資産取扱特記事項、個人情報保護法
その他関係法令を遵守し、適正な取扱い及び管理を徹底すること。 

 
第３ 総合相談支援業務 
(1) 地域における第一次的な高齢者の相談窓口として、総合相談支援業務を通じて対応した個別
ケースについては、ワンストップサービスとして一旦全て受け、そのうえで、必要な情報収集や課題分析
を行い、適切な機関につなげること。 

(2) 高齢者の個別支援に重点を置き、１件１件の事例に対して、迅速、丁寧かつ必要に応じて継続
的に支援すること。 
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(3) 個別支援の方針・方法や活動の進め方などについては、まずセンター内部で検討した上で、区や
関係機関と十分に協議しながら進めること。 

(4) 相談対応については、相談内容を丁寧に聞き取るとともに、相談者、対象者、関係者からも十分
に状況を聞き出し、情報収集に努め、これらの情報を基に、対象者が置かれている状況を十分にア
セスメントすること。 

(5) 支援の目的や必要性を明らかにした上で対応し、課題の解決に結びつけること。 
(6) 相談に対して、センターのみで支援するのではなく、民生委員、介護支援専門員、医療機関、地
域など多様な関係者と連携しながら支援すること。また、認知症の家族の人、ヤングケアラーなど家族
介護者支援に向け、障がい分野や児童福祉分野等の関係機関とも連携すること。 

(7) 地域における支援のネットワークについては、個別の相談対応を通して関係機関との関係を構築す
ること。 

(8) 高齢者及び地域の実態については、個別支援を通してその把握に努め、区や関係機関と情報共
有を行うとともに、地域の実情に合わせた支援につなげること。 

(9) 定期的に、区地域保健福祉課とセンターにおいて、支援の終結に至ったケース等の振り返りを行
い、今後の支援に活用すること。 

(10)認知症高齢者等にやさしい地域づくりを進めるため、「認知症初期集中支援チーム」と連携し、認
知症の早期診断・早期対応につなげるなど、認知症の容態に応じた切れ目のない支援を行うこと。 

 
第４ 権利擁護業務 
(1) 権利擁護が必要なケースを早期に発見し対応するため、総合相談において権利擁護の視点に基
づいたスクリーニングを確実に行うこと。 

(2) 処遇困難、虐待事例については、情報収集、事実確認を徹底するとともに、３職種で連携し、支
援計画を定め、区や関係機関と連携しながら、適切かつ継続的に支援すること。 

(3) 各区で毎月開催する処遇困難事例進捗管理会議を活用し、処遇困難事例の検討を通して、
気づきの視点、対応力の向上等を図ること。 

(4) 高齢者虐待の早期発見・早期対応や予防に取り組むため、地域住民、民生委員、介護支援専
門員、サービス事業所や医療機関など地域全体に対して啓発を行うこと。 

(5) 高齢者虐待が発生した場合は、関係各法に基づいて対応するとともに、組織的な対応を意識し
て業務を行うこと。 

(6) 成年後見制度の利用が必要と考えられる場合は申立支援を行うとともに、本人・親族申立が困
難な場合は、速やかに区地域保健福祉課に経過や状況を報告し、市長申立につなげること。 

 
第５ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 
(1) 圏域内における介護支援専門員のニーズについて、困難事案等の個別相談、アンケート調査、居
宅介護支援事業所巡回などを通じて把握するとともに、ニーズ等に対応した研修や事例検討会、支
援の振り返りを行うなど介護支援専門員の実践力向上の支援を行うこと。 

(2) 圏域内の介護支援専門員同士で情報・やりがいの共有、実践の振り返り、精神的サポートなどの
支え合いが可能なネットワークの構築を支援すること。 

(3) 個別事例において、必要に応じて同行訪問や個別支援会議の開催などにより、介護支援専門
員が主体的に対応できるように支援すること。 
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(4) 居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員と積極的に連携を図り、圏域全体のケアマネジメ
ント力の向上に取り組むこと。 

 
第６ 介護予防に係るケアマネジメント業務（第１号介護予防支援事業等） 
(1) 地域のネットワークにより生活機能の低下した高齢者を早期に把握し、必要に応じて個別支援を
行い生活機能の維持向上を図ること。 

(2) 通いの場など、地域の社会資源についての情報収集に努めるとともに、住民主体の介護予防拠
点の継続支援に取り組むこと。 

(3) 介護予防の実践にあたっては、利用者の主体性を引き出すようアプローチ方法を工夫しながら働き
かけを行うこと。 

(4) 「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本として、現にできない部分は適
切にサポートしながらケアマネジメントを行うとともに、地域の自主グループなどのインフォーマル資源を積
極的に活用すること。 

(5) 介護予防ケアマネジメントの実施については、高齢者の自立支援を考えながら、課題を整理し、目
標の設定やその達成のための具体策を利用者と共有し、利用者が介護予防の取り組みを自身の生
活の中に取り入れ、自身で評価し、実施できるよう支援すること。 

 
第７ 地域ケア会議の開催 
(1) 個別ケースの支援について、医療・介護等の多職種や地域住民、関係機関が一緒に具体的な
検討を行う、個別レベルの地域ケア会議を積極的に開催すること。 

(2) 個別ケースの検討を積み重ね、地域課題や活用できる地域資源を整理し、圏域や区レベルの会
議につなげること。 

(3) 個別支援会議等において事例から抽出された地域課題の検討や、圏域における多職種連携の
ためのネットワーク構築、必要な地域資源の開発等について検討を行う、圏域連携会議を開催する
こと。（圏域連携会議の開催については、区地域保健福祉課が支援する。） 

(4) 圏域連携会議において、区レベルで課題解決が必要な地域課題については、区地域包括ケア推
進会議に報告すること。 

 
第８ その他 
(1) センターの支援対象外の人からの相談については、適切な関係機関に引き継ぐこと。また、引き継
ぎ先が不明な場合は、区地域保健福祉課に相談し対応すること。
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（２） 新旧対照表 
【新】令和６年度（案） 【旧】令和５年度 変更理由 

第１ 地域包括ケアの推進 

(1) 団塊ジュニア世代が高齢者と

なる 2040（令和 22）年を見据え

ながら、まずは、団塊の世代が 75

歳以上となる 2025（令和 7）年を

目標とした地域包括ケアの実現に

向け、第 9 期介護保険事業計画

（令和 6～8 年度）や～（中略）

～を推進する。 

(2)～(3)略 

 

第２ 共通 

(1)～(5)略 

(6) 個人情報については、委託契

約における個人情報・情報資産

取扱特記事項、個人情報保護法

その他関係法令を遵守し、適正

な取扱い及び管理を徹底するこ

と。 

 

第３ 総合相談支援業務 

(1)～(5)略 

(6) 相談に対して、センターのみ

で支援するのではなく、民生委

員、介護支援専門員、医療機

関、地域など多様な関係者と連

携しながら支援すること。ま

た、認知症の家族の人、ヤング

ケアラーなど家族介護者支援に

向け、障がい分野や児童福祉分

野等の関係機関とも連携するこ

と。 

 

第４ 権利擁護業務 

(1)～(4)略 

(5) 高齢者虐待が発生した場合

は、関係各法に基づいて対応す

第１ 地域包括ケアの推進 

(1) 団塊ジュニア世代が高齢者と

なる 2040（令和 22）年を見据え

ながら、まずは、団塊の世代が 75

歳以上となる 2025（令和 7）年を

目標とした地域包括ケアの実現に

向け、第 8 期介護保険事業計画

（令和 3～5 年度）や～（中略）

～を推進する。 

(2)～(3)略 

 

第２ 共通 

(1)～(5)略 

(6) 個人情報については、委託契

約における個人情報・情報資産

取扱特記事項、福岡市個人情報

保護条例その他関係法令を遵守

し、適正な取扱い及び管理を徹

底すること。 

 

第３ 総合相談支援業務 

(1)～(5)略 

(6) 相談に対して、センターのみ

で支援するのではなく、民生委

員、介護支援専門員、医療機

関、地域など多様な関係者と連

携しながら支援すること。 

 

 

 

 

 

 

第４ 権利擁護業務 

(1)～(4)略 

（新設） 

 

 

 

新介護保険事業計画

の策定による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護法の改

正による。 

 

 

 

 

 

 

 

ケースの複合化・複

雑化を踏まえたも

の。 
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るとともに、組織的な対応を意

識して業務を行うこと。 

(6) 成年後見制度の利用が必要と

考えられる場合は～（中略）～

市長申立につなげること。 

 

第７ 地域ケア会議の開催 

(1) 個別ケースの支援について、

医療・介護等の多職種や地域住

民、関係機関が一緒に具体的な検

討を行う、個別レベルの地域ケア

会議を積極的に開催すること。 

（以下略） 

 

 

(5) 成年後見制度の利用が必要と

考えられる場合は～（中略）～

市長申立につなげること。 

 

第７ 地域ケア会議の開催 

(1) 個別ケースの支援について、

医療・介護等の多職種や地域住民

が一緒に具体的な検討を行う、個

別レベルの地域ケア会議を開催す

ること。 

例えば、 

①複数回認知症による行方不明を

繰り返しているケース、 

②介護サービス未利用者、 

③家族の介護負担が大きいケー

ス、 

などについては、個別支援会議を

活用して、支援体制を整えるこ

と。 

（以下略） 

業務の現状に沿った

記載を追加するも

の。 

 

 

 

 

 

 

 

ケースの複合化・複

雑化を踏まえたも

の。 
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＜報告事項１＞ 
改正介護保険法の施行等について 

 
補足資料１︓改正介護保険法の施行等について（厚生労働省作成、抜粋版）参照 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２︓報告事項 
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＜報告事項２＞ 
地域包括支援センターの体制について 

 
１．運営体制・職員定数 
 博多第 6 地域包括支援センターに三職種を 1 名増員。 

※ 高齢者の相談対応・支援を担う三職種（保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員）
をセンター担当地域内高齢者人口 2,000 人あたり 1 名増員 

 
 R６年度 R５年度 対前年度比 
センター数 57 センター＋2 支所 57 センター＋2 支所 ±0 
職員定数 268 名 

 うち三職種 211 名 
  生介※    57 名 

267 名 
 うち三職種 210 名 
 生介※     57 名 

＋1 

運営形態 委託︓11 法人 委託︓11 法人 ±0 
  ※生活支援・介護予防推進員 

生活支援や通いの場など地域資源を活用した介護予防支援を担う。 
平成 27 年度 前身となる介護予防専任職員を 22 センターにモデル配置 
平成 30 年度 名称変更のうえ、以降順次配置拡大 
令和３年度  全 57 センターへの配置を完了 

 
 ＜参考＞地域包括支援センター運営体制の整備状況 
 

介護保険 
事業計画期間 

センター数 職員定数 運営形態 

第 3 期 
H18～20 年度 

28 ｾﾝﾀｰ 
★新設 84 名 

直営 7 ｾﾝﾀｰ 
委託 21 ｾﾝﾀｰ（2 法
人） 

第 4 期 
H21～23 年度 39 ｾﾝﾀｰ 

＋1 支所 

H21:117 名 → H23:121 名 
直営 0 ｾﾝﾀｰ 
委託 39 ｾﾝﾀｰ 
（4 法人/2 増） 
★完全委託化 

第 5 期 
H24～26 年度 

H24:146 名 → H26:156 名 

第 6 期 
H27～29 年度 

57 ｾﾝﾀｰ 
＋2 支所 

H27:209 名 → H29:214 名 
委託 57 ｾﾝﾀｰ 
（9 法人/6 増 1 減） 第 7 期 

H30～R2 年度 
H30:225 名 → R2:251 名 

第 8 期 
R3～5 年度 

R3:264 名 → R5︓267 名 
委託 57 ｾﾝﾀｰ 
（11 法人/3 増 1 減） 第９期 

R6～8 年度 
R6:268 名 
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＜報告事項３＞ 
地域包括支援センターの運営について 

 
１．令和５年 4-12 月期相談件数【速報値】 

（令和 5 年度︓R5.4.1～R5.12.31 / 令和 4 年度︓R4.4.1～R4.12.31） 
 
1-1.実・延件数 
 
 
 
 
 
 
1-2.対応方法別件数 
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1-3.相談内容別件数 
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＜報告事項４＞ 
指定介護予防支援事業に係る評価について 

 

1.実施時期 
 令和 5 年 7 月分データ 
 
2.評価対象サービス 
 （1）全法人共通で評価対象とするサービス 

介護予防訪問介護、介護予防訪問看護、介護予防通所介護、 
介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与 
 

（2）運営法人別に評価対象とするサービス 

運営法人 担当センター 
評価対象サービス 

（共通 5 サービス以外） 

順和 南 2、11 ・短期入所 

地域福祉を支える会 
そよかぜ 

博多 7 
― 

（共通 5 サービスのみ） 

ちどり福祉会 東 6 ・短期入所 

寺沢病院 南 9 
― 

（共通 5 サービスのみ） 

原土井病院 東 5、10 ・訪問リハビリ 

福岡医療団 博多 1 ・訪問リハビリ 

福岡桜十字 中央 5 ・訪問リハビリ、短期入所 

福岡市医師会 

東 2、3、4、9、11  
博多 2、3、6、8 
中央 1、2 
南 3、6、7、8、10 
城南 3、5  
早良 2、3、5、7、8、9 
西 1、5、6、8 

― 
（共通 5 サービスのみ） 

福岡市 
社会福祉協議会 

城南 2 
― 

（共通 5 サービスのみ） 

ふくおか福祉 
サービス協会 

東 1、7、8、博多 4、5 
中央 3、4、 南 1、4、5 
城南 1、4、 早良 1、4、6 
西 2、4、7 

・短期入所 

和仁会 西 3 ・訪問リハビリ 
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3.評価方法 
（1）全法人共通（全センター）で評価対象とするサービス 

（１センター当たりの利用者の平均が 10 名を超えるサービス） 
占有率が３分の１（約 33.3％）を超えるものは、その理由の確認を行う。 
 

（2）運営法人別に評価対象とするサービス 
上記（1）以外のサービスで、自らの法人が運営するサービス事業所については、その占有率が

２分の１（50％）を超えるものについては、その理由の確認を行う。 
 
なお、（1）及び（2）において、以下にある＜占有率が基準を超えた場合の理由＞で「③本

人・家族の希望」を選択した場合、その選択理由まで確認を行う。 
   ＜占有率が基準を超えた場合の理由＞ 

① 当該センターが契約を結ぶ以前から利用していた事業所であったため 
（例）平成 27 年 4 月以前からの利用 / 予防給付開始前からの利用 等 

② 圏域内に事業所が少ないため、 
または、近隣の他事業所が定員に達しており受入れが困難であったため 

③ 本人・家族の希望による 
      （例）主治医の勧め / 家族や友人が利用している / 自宅の近所等 / 包括の情報提 

供前に本人・家族が選択していた / 複数事業所を提案後、体験利用し本人が選 
択 / 本人希望日時に対応可能な事業所を選択 等 

    
4.評価結果 
 （1）全法人共通で評価対象とするサービス 

サービス 占有率基準（3 分の 1）を超えたセンター 
センター数 該当センター 

ア）介護予防訪問介護 ４ 博多 5、7 / 西 5、8 
イ）介護予防訪問看護 ８ 東 7 / 博多 1 / 南 6、10 /  早良 1、3、

5、7  
ウ）介護予防通所介護 １ 博多 1 
エ）介護予防通所 

リハビリテーション 
２８ 東 6、7、9、10、11 / 博多 1、2、3、7 /  

中央 2、3、4 / 南 3、5、7、8、9、10 / 
城南 1、2、4、5 / 早良 1、7 /  
西 1、3、4、8 

オ）介護予防福祉用具貸与 ０ － 
占有率基準を超えた上記センターに理由を確認した結果、正当な理由なく特定の事業所が 

提供するサービスに偏っている事実はなかった。 
  なお、市は特定のサービス事業所への誘導が疑われる通報等は受けていない。 
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 （2）運営法人別に評価対象とするサービス 
サービス 占有率基準（2 分の 1）を超えたセンター 

センター数 該当センター 
ア）介護予防訪問 
  リハビリテーション 

０ － 

イ）介護予防短期入所 ２ 南 2 / 中央 5 
占有率基準を超えた上記センターに理由を確認した結果、正当な理由なく特定の事業所が

提供するサービスに偏っている事実はなかった。 
    なお、市は特定のサービス事業所への誘導が疑われる通報等は受けていない。 
 
 ※ 上記の各評価結果の詳細は、補足資料２︓令和 5 年度指定介護予防支援業務評価結果

を参照のこと。 
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＜報告事項５＞ 
指定介護支援及び第１号介護予防支援業務の居宅介護支援事業所への一部委託について 

 
１．概要 

指定介護予防支援及び第１号介護予防支援事業業務の一部は指定居宅介護支援事業者
（以下、「居宅」という。）へ委託することができるとされている。 
 
２．委託の承認について（概要） 

（1）予防支援業務等の委託を受けようとする居宅は、福岡市介護予防支援・第１号介護予防
支援事業受託申出書及び承認の要件に関する挙証資料を居宅の所在地を担当する地域包
括支援センターへ提出する。 

（2）地域包括支援センターは、当該居宅について要件を確認した上で、福岡市介護予防支援・
第１号介護予防支援事業業務委託（変更）届出書を福岡市へ提出しなければならない。 

（3）福岡市が福岡市介護予防支援・第１号介護予防支援事業委託（変更）届出書を受理
した場合は、要件を確認した上で委託を承認する。 
また、承認した居宅については、これを公表することにより通知したこととする。 

 
３．承認の要件 

ア）受託する介護予防ケアマネジメント業務を円滑に遂行できる能力があること。 
イ）原則として、都道府県及び指定都市が実施する介護予防支援に関する研修を修了した介

護支援専門員が所属していること。 
 
４ 受託事業所状況（令和 6 年 1 月 10 日現在） 

 今回 報告件数 
（R5.8 以降追加分） 

令和 5 年度 
受託事業所総件数 

承認の要件を満たす事業所 17 315 
承認の要件を満たさないが、 
特例で委託を認めている事業所 

3 11 
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５ 令和５年度福岡市介護予防支援・第１号介護予防支援事業業務受託事業所一覧 
（今回報告対象である令和５年８月以降追加分のみ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

№ 事業所番号 事業所名 住所 研修
受講

1 4070806114 ケアプランセンターすいれん 福岡市東区奈多1丁目12-58-306
プレアール奈多 ○

2 4070806049 ケアプラン・LEAP 福岡市東区若宮４-１８-１６ ○

3 4070806031 スカイメディカルケアプランセンター福岡 福岡市東区箱崎4-1-20-201 ○

4 4070806023 ライズケアプランサービス 福岡市東区馬出1丁目16-1-1202 ○

5 4071003539 浄水ケアプラン 福岡市中央区薬院4-5-30-202 ○

6 4071105631 ケアプランセンターリヴィエール 福岡市南区井尻5丁目26-50
アートビルⅡ202 ○

7 4071105649 オータカケアプランセンター 福岡市南区柏原1-2-5
ティアラ柏原101号 ○

8 4071106134 イレイトケアプランセンター南 福岡市南区桧原5-23-4 ○

9 4071302865 ことりすずケアプランサービス 福岡市城南区七隈7丁目38-15-116 ○

10 4071302857 紫ケアプランセンター 福岡市城南区樋井川3-29-27
ラヴィタ城南B棟101号 ○

11 4071405148 ラララ薬局ケアセンター 福岡市早良区小田部４丁目７－1９ ○

12 4071402624 ケアプランセンターきらら 福岡市早良区次郎丸1丁目14-21-201号 ○

13 4071405080 ケアプランこはく 福岡市早良区野芥6-23-20 ○

14 4073800080 岡部病院菜の花ケアプランサービス 福岡県粕屋郡宇美町明神坂1丁目
2番23号 ○

15 4073401566 ケアプランセンターはなかご 福岡県太宰府市通古賀2-3-39
ピュアザ都府楼101号室 ○

16 4073101786 ケアプラン春の日 福岡県春日市一の谷1-22 ○

17 4073700959 ケアプランサービスこはる 福岡県那珂川市大字市ノ瀬1097-8 ○

18 4074600125 ケアプランセンター太平洋 福岡県福津市津屋崎２丁目２１－２０ ※1

19 4110111228 なゆたの森ケアマネジメントサービス 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄269－1 ※2

20 4270100029 指定居宅介護支援事業者サンハイツ 長崎県長崎市油木町65-14 ※2

※2︓当該居宅介護支援事業所の都道府県では、介護予防支援業務従事者研修を実施していないため受講できなかったもの。

※1︓都道府県または指定都市が実施する介護予防支援業務従事者研修を修了した介護支援専門員が所属しているが、
     主催者が修了証を発行していない、もしくは受講者が修了証を紛失しているため確認ができなかったもの。
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＜報告事項 6＞ 
地域包括支援センターの移転について 

 
１．移転した地域包括支援センター 

圏域 
事務所所在地 

電話番号 FAX 番号 
営業 

開始日 【新】 【旧】 

中央第３ 
白金 1-3-25 
アイディ白金１階 

薬院 2-6-18 
ｱﾝｺｰﾙ第１ﾋﾞﾙ 303 号 

406-2525 406-3654 
9/25 
（月) 

城南第１ 
別府 3-6-15 
ｱｸｼｵﾝ別府駅前 
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ１階 

鳥飼 5-2-53 
ﾌﾟﾗｲﾑﾊｲﾑ鳥飼１階 

847-8011 833-4099 
12/18
（月） 

南第４ 
井尻 5-24-15 
野上ビル１階 

折立町 5-18 
第２吉川ビル１階 

588-8333 581-9211 
2/5 

（月） 

※中央第３のみ電話・FAX 番号が変更になりました。 
 
＜中央第３地域包括支援センター＞       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜城南第１地域包括支援センター＞ 
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＜南第４地域包括支援センター＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
２．移転理由 

センター職員の増員などにより、事務所スペースが狭小になったことや、事務所の入っているビルの建
て替えによる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	00_会議次第
	01_設置要綱
	02_委員名簿 
	委員名簿

	03_資料１＜協議事項＞
	04_資料２＜報告事項＞

